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告 示■

◎群馬県告示第１２７号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規定により、農林水産大臣

から次のとおり保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知があった。

平成３０年４月２０日

群馬県知事 大 澤 正 明

１(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 安中市（国有林。次の図に示す部分に限る。）、安中市（次

の図に示す部分に限る。）

(2) 保安林として指定された目的 水源の涵養
かん

(3) 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 安中市（国有林。次の図に示す部分に限る。）、安中市（次

の図に示す部分に限る。）

(2) 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備

(3) 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

３(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 安中市（次の図に示す部分に限る。）

(2) 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備

(3) 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐は、択伐による。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を群馬県環境森林部森林保全課及び安中市役

所に備え置いて縦覧に供する。
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◎群馬県告示第１２８号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県伊勢崎土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。

平成３０年４月２０日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 足利伊勢崎線 伊勢崎市日乃出町１１２０番の３地先 前 ８．１～１６．５ １７．１
から同市同１２１６番の６地先まで

後 ８．１～２１．３ １７．１

◎群馬県告示第１２９号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県伊勢崎土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。

平成３０年４月２０日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の 路線名 区 間 供用開始の期日
種 類

県道 足利伊勢崎線 伊勢崎市日乃出町１１２０番の３地先から同市同１２１ 平成３０年４月２０日
６番の６地先まで

◎群馬県告示第１３０号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県前橋土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年４月２０日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の 路線名 区 間 供用開始の期日
種 類

県道 前橋玉村線 前橋市朝倉町２３１番の３地先から同市同５０５番の４ 平成３０年４月２０日
地先まで
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公 告■

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により、保安林の指定施業要件を変更する予定について、

その森林の所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者に通知すべきところ又は通知をしたところ、次の者

の所在が不分明なため、同法第１８９条の規定により、通知の内容を中之条町役場に掲示したので、その要旨を次

のとおり公告する。

平成３０年４月２０日

群馬県知事 大 澤 正 明

１(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

吾妻郡中之条町大字日影字中沢５７８の１、５７８の２、５７９の 富沢武司
１、５７９の４

吾妻郡中之条町大字日影字中沢６５６の３ 茂木馬一郎

吾妻郡中之条町大字入山字矢倉８６２の１、８６４の１、８６４の 霜田重作
３、８７２の１

吾妻郡中之条町大字生須字寺社木９３の２ 霜田為作

吾妻郡中之条町大字生須字寺社木９３の３ 市川銀五郎

(2) 指定の目的 土砂の流出の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 次の森林については、主伐は、択伐による。

字中沢５７８の１、５７８の２、５７９の１、５７９の４、６５６の３

(ｲ) その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

(ｳ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｴ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

吾妻郡中之条町大字入山字木村付６９６の５２ 中村半藏 共有林

同 中村徳次郎 同

(2) 指定の目的 土砂の崩壊の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐は、択伐による。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定



5

平成３０年４月２０日（金） 群 馬 県 報 第９５９３号

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境森林部森林保全課及び中之条町役場に備え置いて縦覧に

供する。

保安林指定施業要件変更予定告示 平成２７年１２月１５日群馬県告示第３８２号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

退任の届出があったので、同条第１７項の規定により公告する。

平成３０年４月２０日

群馬県知事 大 澤 正 明

理 事
土地改良区名 監 事 区 分 役 員 氏 名 住 所

の 別

南八幡堰 理 事 再 任 滝沢博昭 高崎市阿久津町９８８番地

同 同 松原文雄 同 同 １００８番地

同 同 萩原俊一 同 木部町１９６番地１

同 同 田口実 同 同 ３８７番地

同 同 田口憲夫 同 同 ４３４番地１

同 同 木村恒男 同 同 ４７８番地

同 同 木部万亀男 同 山名町８８７番地３

同 新 任 小池秀喜 同 阿久津町１１９９番地

同 同 飯島英敏 同 木部町１７１番地１

同 同 依田邦江 同 根小屋町４８２番地１

同 同 武藤澄雄 同 山名町４０３番地２

同 同 鈴木良樹 同 同 ６３３番地

同 同 上原政幸 同 同 １１０７番地

同 同 阿倍透 同 同 １３２７番地

同 同 石井ふく 同 同 １８９９番地

同 退 任 小池清樹 同 阿久津町１２０５番地１

同 同 飯島重信 同 木部町１８５番地

同 同 依田延雄 同 根小屋町４８２番地１
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同 同 木部文義 同 山名町５２２番地

同 同 鈴木秀康 同 同 ６２３番地

同 同 上原初男 同 同 １１１３番地

同 同 石井博 同 同 １３５０番地１

同 同 今井臣司 同 同 １８６６番地

監 事 再 任 笠原明 同 木部町４２２番地

同 同 吉田昭次 同 山名町１５７３番地１

同 新 任 今井三喜雄 同 阿久津町１５１７番地

同 退 任 山口甚一 同 同 １５３０番地１

建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条第３項の規定による処分をしたので、同法第２９条の５第１項

の規定により、次のとおり公告する。

平成３０年４月２０日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 処分をした年月日 平成３０年４月６日

２ 被処分者

商号又は名称 主たる営業所の所在地 代表者氏名 許可番号

櫻井工業 藤岡市鬼石３３９－２ 櫻井 彰二 許可無し

３ 処分の内容 建設業法第２８条第３項の規定による営業の停止命令

(1) 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部

(2) 期間 平成３０年４月１３日から同月１５日までの３日間

４ 処分の原因となった事実 被処分者である櫻井工業の事業主の櫻井彰二は、平成２９年５月頃、藤岡市内の複

数箇所の山林に、家屋の解体工事で生じた産業廃棄物約７，９５２㎏を不法に投棄した。

このことにより、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反したとして、平成３０年１月２２日に前橋地方裁

判所高崎支部から櫻井彰二に対し、懲役２年、執行猶予３年、罰金５０万円の判決が出され、同年２月６日付け

でその刑が確定した。

このことが、建設業法第２８条第２項第２号に該当するため、同条第３項に基づき営業停止処分とする。

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

伊勢崎都市計画下水道（伊勢崎公共下水道）の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項におい
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て準用する同法第２０条第２項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。

平成３０年４月２０日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 都市計画の種類及び名称 伊勢崎都市計画下水道 伊勢崎公共下水道

２ 都市計画の変更年月日 平成３０年４月１日

３ 縦覧場所 群馬県県土整備部下水環境課及び伊勢崎市都市計画部下水道整備課

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。

平成３０年４月２０日

群馬県知事 大 澤 正 明

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

１ 邑楽郡邑楽町大字中野字熊ノ谷戸２０６４－１、２ 太田市東新町１０３番地 リーシャ２０１号
０６５－２ 松沢亮

２ 安中市西上磯部字勘五原１６０７－１、１６０７－ 安中市磯部２－１３－１
２、１６１２－１、１６１３－２、１６１４、１６ 株式会社シンコーモールド 代表取締役 土田
１６－２、１６１７、１６１８－２、１６３５－１ 富義
８

３ 佐波郡玉村町大字板井字一本木３５－３ 佐波郡玉村町大字板井９０７番地２ スプリー
ムＭ２０５
石原泰樹

４ 邑楽郡邑楽町大字中野字毘沙門１４００－１ 邑楽郡邑楽町大字藤川５５１番地１
馬場寛行、馬場裕美

５ 邑楽郡邑楽町大字中野字荒神８６７－３、８６８－ 邑楽郡邑楽町大字中野３５９２番地２
４ 小島幹雄

６ 邑楽郡千代田町大字瀬戸井字宮下７８２－２ 太田市東長岡町４１３－１ ステラＡ２０１
髙木雅人

７ 邑楽郡邑楽町大字篠塚字大黒１４８４－２、１４８ 太田市飯田町１５４６番地 ポレスター太田駅
６－３ 前サウスレジデンス１５０３号

大川孝平

選挙管理委員会告示■

◎群馬県選挙管理委員会告示第３０号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により届出のあった政治団体の名称等は、次

のとおりである。

平成３０年４月２０日

群馬県選挙管理委員会委員長 松 本 修 平
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その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

会計責任者の
代表者の氏名

氏 名
主 た る 事 務 所 の 所 在 地

政 治 団 体 の 名 称

届 出 年 月 日

奥利根会 桒原一郎 渡辺政美 利根郡みなかみ町上牧１１３１

平成３０年３月１９日

群馬の未来をつむぐ会 内川雅清 横田卓也 前橋市上大島町１５５－３５

平成３０年３月１３日

柴田信後援会 柴田信 金子尚 館林市仲町５－２０

平成３０年３月２６日

鈴木章二後援会 鈴木章二 鈴木章二 利根郡みなかみ町布施３３９－１

平成３０年３月５日

田村かつ子後援会 田村かつ子 生方よし江 利根郡みなかみ町新巻１５６０－１

平成３０年３月２３日

平形富二夫後援会 平形富二夫 大津和久 吾妻郡高山村中山５２１

平成３０年３月１日

深澤佑太後援会 深澤佑太 深澤えり みどり市大間々町浅原１６５６－４

平成３０年３月１３日

本多きみお後援会 林昭 本多春夫 利根郡みなかみ町東峰６５２

平成３０年３月１２日

◎群馬県選挙管理委員会告示第３１号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により届出のあった政治団体の異動事項は、

次のとおりである。

平成３０年４月２０日

群馬県選挙管理委員会委員長 松 本 修 平

１ 政党の支部

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日

自由民主党群馬県利根郡第 会計責任者の 小林政彦 梅沢志洋 平成３０年
一支部 氏名 ３月１９日
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自由民主党群馬県沼田市第 会計責任者の 林清史 佐川凱夫 平成３０年
三支部 氏名 ３月２０日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日

浅見たけし後援会 主たる事務所 佐波郡玉村町下新田５１ 佐波郡玉村町下新田５１ 平成３０年
の所在地 ６－１ ６ ３月１６日

あらいさとし後援会 代表者の氏名 山口祐司 高木宏 平成２９年
７月１日

江田保則後援会 会計責任者の 江田保則 美才治早雄 平成３０年
氏名 ３月２６日

岳遊会 会計責任者の 河島宏光 羽鳥由紀 平成３０年
氏名 ３月２７日

久友会 代表者の氏名 川合研三 杉山晴彦 平成３０年
３月１４日

熊川次男政経懇話会 会計責任者の 熊川貴博 一場泉 平成２９年
氏名 １１月１５日

幸福実現党太田後援会 会計責任者の 阿曽弘樹 森田貴行 平成２９年
氏名 ４月１日

幸福実現党太田後援会 会計責任者の 森川貢次 阿曽弘樹 平成３０年
氏名 ３月１３日

幸福実現党高崎後援会 会計責任者の 森田貴行 佐俣ちなみ 平成３０年
氏名 ２月１日

幸福実現党榛名伊香保後援 会計責任者の 森田美由紀 藤原佑太 平成３０年
会 氏名 ３月１４日

幸福実現党前橋後援会 会計責任者の 藤原佑太 佐俣ちなみ 平成３０年
氏名 ３月１７日

古田島和茂後援会 主たる事務所 みどり市東町沢入５５２ みどり市東町沢入５１５ 平成２９年
の所在地 －１３ ４月１０日

市民本位の民主市政をつく 代表者の氏名 小林敏男 富山弘毅 平成２９年
る会 ７月１５日

ＪＡＭ群馬政治連盟 代表者の氏名 山村康郎 杉山尚広 平成２９年
１０月１日

須藤ひめよ後援会 主たる事務所 みどり市大間々町大間々 みどり市大間々町大間々 平成３０年
の所在地 ３０２－５ 甲３０３ ３月２０日

大日本皇神党 会計責任者の 小川栄子 新井克之 平成２９年
氏名 ５月１日

高崎都市戦略研究会 会計責任者の 渡辺敬一 末村歓也 平成３０年
氏名 ３月５日
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たつみ久男後援会 会計責任者の 巽恵子 田中吉宗 平成３０年
氏名 ３月１日

館林邑楽歯科医師連盟 代表者の氏名 中世吉昭 上野和路 平成２９年
５月２７日

角田こうじ後援会 代表者の氏名 筑井孝 羽鳥勝之 平成３０年
３月９日

日本茶の会 主たる事務所 前橋市駒形町１１６５－ 桐生市清瀬町３－２６ 平成３０年
の所在地 １２ ３月１日

馬場周二をはげます会 代表者の氏名 高田武 鈴木一夫 平成２９年
１０月２日

はばたく群馬の会 会計責任者の 市川光則 大山充 平成３０年
氏名 ３月２６日

もたい次雄と安中市を考え 政治団体の名 もたい次雄と安中市を考 もたい次雄と原市を考え 平成３０年
る会 称 える会 る会 ３月２６日

柳沢浩之後援会 会計責任者の 須藤孝洋 岡部浩之 平成３０年
氏名 ３月２５日

夢と希望 会計責任者の 関佐智子 赤石哲也 平成３０年
氏名 ３月９日

足立としゆき渋川北群馬後 代表者の氏名 須田誠一 齋藤隆行 平成３０年
援会 ３月２６日

会計責任者の 田子元幹 須田誠一 平成３０年
氏名 ３月２６日

群馬県社会保険労務士政治 代表者の氏名 宇野雅夫 松田正憲 平成２９年
連盟 ５月２３日

会計責任者の 早川豊 田中正宏 平成２９年
氏名 ５月２３日

幸福実現党群馬県本部 代表者の氏名 蓮沼純 春山美一 平成３０年
３月１７日

会計責任者の 三上誠 佐俣ちなみ 平成３０年
氏名 ３月１７日

◎群馬県選挙管理委員会告示第３２号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定により解散の届出のあった政治団体の名称

等は、次のとおりである。

平成３０年４月２０日

群馬県選挙管理委員会委員長 松 本 修 平

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）
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政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解 散 年 月 日

新しい政治をつくる会 織田沢俊幸 平成３０年２月３日

梅澤百合子後援会 梅澤百合子 平成３０年３月１日

小谷原達夫後援会 小谷原達夫 平成３０年３月１日

紫水会（岸よしまさ後援会） 河合進 平成３０年２月２６日

高橋市郎後援会 高橋清文 平成３０年３月２６日

髙橋栄一後援会 石倉一美 平成２９年１２月３１日

高橋正治後援会 星野和助 平成２９年１２月３１日

塚本忠久後援会 塚本忠久 平成２９年１２月２４日

つくい明人後援会 塚原仁 平成２９年１２月３１日

つくい明人明友会 津久井明人 平成２９年１２月３１日

筑井あけみを支援する会 筑井あけみ 平成２９年１２月３０日

◎群馬県選挙管理委員会告示第３３号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により届出のあった資金管理団体の名称等

は、次のとおりである。

平成３０年４月２０日

群馬県選挙管理委員会委員長 松 本 修 平

資金管理団体の
届 出 を し た 者 公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主たる事務所の所在地 指定年月日
（代表者）の氏名

桒原一郎 みなかみ町議会議 奥利根会 利根郡みなかみ町上牧１１３１ 平成３０年
員 ３月１９日

鈴木章二 みなかみ町議会議 鈴木章二後援会 利根郡みなかみ町布施３３９－ 平成３０年
員 １ ３月５日

平形富二夫 高山村長 平形富二夫後援会 吾妻郡高山村中山５２１ 平成３０年
２月２８日

◎群馬県選挙管理委員会告示第３４号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号。以下「法」という。）第１９条第３項の規定により届出のあった

資金管理団体の異動事項は、次のとおりである。
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平成３０年４月２０日

群馬県選挙管理委員会委員長 松 本 修 平

法第１９条第３項第３号による届出

資金管理団体
資金管理団体

の届出をした
の 名 称

異動事項 新 旧 異動年月日
者 の 氏 名

浅見武志 浅見たけし後 主たる事務 佐波郡玉村町下新田５１ 佐波郡玉村町下新田５１ 平成３０年
援会 所の所在地 ６－１ ６ ３月１６日

松本耕司 松本こうじ後 公職の種類 館林市長 群馬県議会議員 平成２９年
援会 ３月１３日

◎群馬県選挙管理委員会告示第３５号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号。以下「法」という。）第１９条第３項の規定により資金管理団体

でなくなった旨の届出のあった資金管理団体の名称等は、次のとおりである。

平成３０年４月２０日

群馬県選挙管理委員会委員長 松 本 修 平

法第１９条第３項第２号による届出

資金管理団体の届出をした者の氏名 資金管理団体の名称 資金管理団体でなくなった年月日

小谷原達夫 小谷原達夫後援会 平成３０年３月１日

塚本忠久 塚本忠久後援会 平成２９年１２月２４日

津久井明人 つくい明人明友会 平成２９年１２月３１日

筑井あけみ 筑井あけみを支援する会 平成２９年１２月３０日

落 札■

次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成３０年４月２０日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量 群馬自治体情報セキュリティクラウド運用保守業務 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県企画部情報政策課 群馬県前橋市大手町一丁目１

番１号

３ 随意契約の相手方を決定した日 平成３０年４月１日

４ 随意契約の相手方の名称及び所在地 株式会社両毛システムズ 群馬県桐生市広沢町三丁目４０２５番地

５ 随意契約に係る契約金額 ６９，１６５，３６０円
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６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約

７ 随意契約の理由 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第１１条第１項第２号該当

次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成３０年４月２０日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量 群馬県財務会計システム改修等 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県会計局会計課 群馬県前橋市大手町一丁目１番１

号

３ 随意契約の相手方を決定した日 平成３０年４月１日

４ 随意契約の相手方の名称及び所在地 株式会社ジーシーシー 群馬県前橋市天川大島町１１２５番地

５ 随意契約に係る契約金額 ９９，６７５，０４１円

６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約

７ 随意契約の理由 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第１１条第１項第２号該当

次のとおり落札者を決定した。

平成３０年４月２０日

群馬県教育委員会教育長 笠 原 寛

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 基本ソフトウェアライセンス ５，０９０名 ※ライセンス数は、ナレッ

ジワーカーカウントによる。

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県教育委員会事務局管理課 群馬県前橋市大手町一

丁目１番１号

３ 落札者を決定した日 平成３０年３月２２日

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社ナブアシスト 群馬県前橋市元総社町５２１番８号

５ 落札金額 ３１，５４６，８００円

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 平成３０年２月９日

次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成３０年４月２０日

群馬県教育委員会教育長 笠 原 寛
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１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量 「はばたけ！ぐんまの子どもたち」の制作及び放送 １回につき３

０分間を平成３０年６月３０日から平成３１年３月３０日まで４０回

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県教育委員会生涯学習課 群馬県前橋市大手町一丁

目１番１号

３ 随意契約の相手方を決定した日 平成３０年４月１日

４ 随意契約の相手方の名称及び所在地 群馬テレビ株式会社 群馬県前橋市上小出町三丁目３８番地の２

５ 随意契約に係る契約金額 ７１，２４２，２００円

６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約

７ 随意契約の理由 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第１１条第１項第１号該当

次のとおり落札者を決定した。

平成３０年４月２０日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 落札に係る業務名及び数量 群馬県立病院の感染性廃棄物収集運搬及び処分業務委託 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県病院局総務課病院改革係 群馬県前橋市大手町一

丁目１番１号

３ 落札者を決定した日 平成３０年３月２２日

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社群桐産業 群馬県太田市大原町７８番地１

５ 落札金額 ４９，０７５，２６４円

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 平成３０年２月９日

次のとおり落札者を決定した。

平成３０年４月２０日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 落札に係る物品等の名称及び予定数量 Ａ重油（ＪＩＳ１種１号） ７１２，０００リットル

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県病院局総務課病院改革係 群馬県前橋市大手町一

丁目１番１号

３ 落札者を決定した日 平成３０年３月２７日

４ 落札者の名称及び所在地 群馬自動車燃料販売株式会社 群馬県高崎市末広町５４番地

５ 落札金額 ６０．００円（１リットル当たり）

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 平成３０年２月１３日

８ 契約方法 単価契約
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